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区内在住で、主に就学前のお子さんの発達につ

いて、気になることや心配なことへの相談・助言

を行っています。また、18歳未満の福祉サービ

ス利用（児童発達支援等）についても相談対応、

手続き支援を行っています。専門スタッフ（保健

師、心理士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法

士、保育士、小児科医、児童精神科医、整形外科

医）が対応します。お気軽にご相談ください。 

■相談方法 

・ 電話相談 

・ 来所相談 

・ オンライン相談 

・ 家庭や保育園、幼稚園等への訪問相談 

■相談日時 

月曜日～金曜日 9時～17時 

（祝日、年末年始を除く） 

 

 

■土曜発達相談会 

仕事のため平日に来所できない方を対象に、土

曜日の相談会を開催しています。（事前申込制） 

毎月第3土曜日 9時～17時 

■オンライン相談 

オンライン会議アプリケーション（Microsoft 

Teams）を利用して、専門スタッフに相談でき

ます。1回の相談は30分程度です。 

相談の申込は、渋谷区LINE公式アカウントから

受け付けています。（渋谷区LINE公式アカウン

ト @shibuyacityの友だち追加が必要です） 

■問い合わせ先 

子ども発達相談センター 

〒150-0042 

宇田川町5-6 渋谷区子育てネウボラ7階 

電話 3463-3786  FAX 5458-4965 

Eメール kodomo-h@shibuya.tokyo 

 

 

就学相談とは、さまざまな教育の場を紹介しな

がら、お子さんが持っている力を伸ばすために、

どのような環境や学習が必要なのか、お子さん

の教育的ニーズ等に応じて、保護者の方ととも

に考え、最もふさわしい就学先を相談する場で

す。 

小学校就学にあたっての相談だけでなく、中学

校就学の相談も受け付けています。 

就学相談は、保護者の方からの申請によって始

まり、保護者の方の了解をもって就学先を決定

し、終了します。必要に応じて、相談は継続され

ます。 

■申込方法 

知的障害学級（固定学級、116ページ）、都立特

別支援学校（117ページ参照）への就学を希望す

る場合は、就学相談の申込みが必要です。申込

期間中に窓口または電話で必ずお申し込みくだ

さい。 

■申込期間  5月1日～8月31日 

■問い合わせ先 

教育委員会事務局 学務課 特別支援教育係 

（区役所本庁舎4階） 

電話 3463-2993  FAX 5458-495３ 

Eメール sec-tokushi@shibuya.tokyo 

 

 

 

子育て・教育 

子ども発達相談センター 

就学相談 
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不登校、学業不振、集団不適応、非行などの問題や発達上の問題について専門の相談員が相談に応じ

ています。

■受付日時

種別 相談専用電話番号 受 付 時 間

新規

相談
電話 3463-3798

月曜日～金曜日

9時～17時

継続

相談
電話 3463-3492

月曜日～金曜日

9時～17時

※ 毎月第3土曜日は相談を受け付けています。

■相談方法

・ 来所（面談）

保護者と相談員、子どもと相談員の面接など

を行います。（事前予約制）

・ 電 話 （相談専用電話番号にお電話ください）

・ 電子メール （初回相談のみ）

Eメール ohisama17@shibuya.tokyo

※ メールの場合、回答に5～6日程度要する

ことがあります。お急ぎの方や、詳しい相

談を希望される方は、電話・来所相談をご

利用ください。

■問い合わせ先

渋谷区教育センター 教育相談部

〒150-0042 宇田川町5-6

渋谷区子育てネウボラ6階

電話 3463-3492

電話相談

[ 教育相談一般・いじめ相談ホットライン ]

電話 0120-53-8288 （２４時間３６５日受付）

[ 高校進級・進路・入学相談 ]

電話 3360-4175

月曜日～金曜日 9時～21時

土・日曜日、祝日 9時～17時 （年末年始を除く）

来所相談（事前予約制）

[ 教育相談一般 ]

月曜日～金曜日 9時～18時

毎月第３土曜日 9時～１７時 ※８月は第４土曜日

[ 高校進級・進路・入学相談 ]

月曜日～金曜日 9時～17時 （年末年始を除く）

メール相談

東京都教育相談センターホームページの専用フ

ォームから相談ができます。(返信は1回のみ)

お急ぎの方や、詳しい相談を希望される方は、

電話相談をご利用ください。

ホームページ https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/

■問い合わせ先

東京都教育相談センター

〒169-0074 新宿区北新宿4-6-1

東京都子供家庭総合センター4階

教育相談

渋谷区教育センター 東京都教育相談センター

「渋谷区子育てネウボラ」が開設しました

「渋谷区子育てネウボラ」（宇田川町5-6）が2021年8月に開設しました。

子ども家庭支援センター、子ども発達相談センター、教育センター、中央保

健相談所は、渋谷区子育てネウボラに移転しています。

渋谷区子育てネウボラとは

妊娠期から18歳になるまでのすべての子どもとその家族に、途切れなくサポートを行うための拠点施

設です。2・3階の「coしぶや」（渋谷区神南ネウボラ子育て支援センター）には、親子同士が交流できる

スペースやコミュニティーカフェがあり、地域の子育て支援情報なども提供しています。

（開館時間：9時～17時、休館日：火曜日午後、土曜日、祝日）
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３歳～１８歳の子どもの精神的問題や情緒的な

問題、発達障がい、不登校などに関して、子ど

も・家族支援部門の心理職が、ご本人、ご家族、

関係者からの相談に電話で応じます。 

■主な相談事例 

・ 精神科の受診を迷っている。 
・ 無気力になり、学校の成績が下がった。 
・ 友達関係がうまくいかない。 
・ 学校に行きたくない。 
・ 子どもの暴力や反抗が激しい。 
・ 子どもに落ち着きがない。 
・ こだわりが強い。気になる癖がある。 
・ 食事をとらずやせてきた。 

■受付時間 

月曜日～水曜日 （祝日、年末年始を除く） 

9時30分～11時30分、13時～16時30分 

※ 曜日、時間帯などは変更になる可能性もあ
りますので、ホームページでご確認ください。 

■問い合わせ先 

電話 042-312-8119 （相談室直通） 

ホームページ 

https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/

shouni/info/kokorotel.html 

 

 

 

 

 

児童福祉法で定められた、支援が必要な障がい

のあるお子さんを対象に通所による療育を提供

するサービスです。 

■対 象 

児童発達支援：小学校就学前の障がい児 

放課後等デイサービス：就学中の障がい児 

■費 用 

原則として児童福祉法に定める利用料金の1割。

なお、世帯の所得によって、利用者負担上限月

額が設けられます。なお、サービス提供時にかか

った実費については、自己負担が発生します。 

■減免制度 

・ 児童発達支援は、お子さんが満3歳になって

初めて迎える4月1日から3年間は、利用料が

かかりません。 

・ 未就学児が複数いる世帯で、第２子以降が児
童発達支援を利用する場合には、利用者負担

の軽減制度（多子軽減）が適用されます。 

※ 詳しくは、16ページに掲載しています。 

■手 続 き 

サービスの申請から利用までの流れについては、 

12～13ページに掲載しています。 

■施 設 

区内にある事業所の一覧は、１４９ページに掲載

しています。区外の事業所も利用できます。 

■問い合わせ先 

[サービスの内容、利用申請について] 

○ 障がい者福祉課 身体福祉係 

電話 3463-１９37  FAX 5458-4935 

○ 障がい者福祉課 知的福祉係 

電話 3463-１９７８  FAX 5458-4935 

○ 障がい者福祉課 精神福祉係 

電話 3463-１９０５  FAX 5458-4935 

[受け入れ状況について] 

各事業所にお問い合わせください。 

 

 

 

 

都立小児総合医療センター こころの電話相談室 

児童発達支援（未就学児対象）・放課後等デイサービス（就学児対象） 
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渋谷区障害者福祉センターはぁとぴあ原宿では、

就学前のお子さんに必要な療育を行っています。

（児童発達支援） 

■対 象 

区内在住で、心身の発達に遅れや心配があり、継

続的な療育を必要とするお子さん(１歳～就学前) 

■内 容 

・ 保育園や幼稚園等と連携して、就園・就学に
向けた支援を行います。 

・ 心と身体をバランスよく育て、丈夫な身体づ
くりを基本に、生活に必要な力を培います。 

・ 小グループでの活動を通じて集団への適応
力を高め、学習意欲を育てます。（必要に応じ

て個別指導を行います） 

 

■定 員 

20名 

■療育時間 

月曜日～金曜日 （祝日、年末年始を除く） 

お子さんの状態に合わせて個別に決定します。 

■費 用 

児童福祉法に定める利用料金の1割 

※ お子さんが満３歳になって初めて迎える4月

1日から3年間は、利用料がかかりません。 

■問い合わせ先 

はぁとぴあキッズ 

〒150-0001 神宮前3-18-37 

電話 5412-0051  ＦＡＸ 5412-2356 

受付時間 月曜日～金曜日 9時～18時 

（祝日、年末年始を除く） 

 

 

 

渋谷区障害者福祉センター代々木の杜ピア・キ

ッズでは、発達に心配のあるお子さんに対する

支援を行っています。 

■実施事業 

・ 児童発達支援(定員２０名) 

一般クラス：ポルテ 

言語聴覚クラス：ピッコロ 

・ 放課後等デイサービス(定員１０名) 

・ 保育所等訪問支援 

・ 障害児相談支援事業 

各事業の内容は、次の114ページに掲載してい

ます。 

 

 

 

 

■費 用 

○ 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育
所等訪問支援 

… 児童福祉法に定める利用料金の1割 

※ 児童発達支援と保育所等訪問支援は、お子
さんが満3歳になって初めて迎える4月1日

から3年間は、利用料がかかりません。 

○ 障害児相談支援 … 利用料はかかりません。 

■問い合わせ先 

代々木の杜ピア・キッズ 

〒151-0053 代々木2-35-1 

電話 5371-1550、5371-1561 

FAX 5371-1554 

受付時間 火曜日～土曜日 9時～18時 

(祝日、年末年始を除く) 

 

 

 

 

代々木の杜ピア・キッズ 

はぁとぴあキッズ（児童発達支援） 
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児童発達支援（一般クラス：ポルテ） 

■対 象 

区内在住で、心身の発達に遅れや心配があり、

継続的な療育を必要とするお子さん 

[午前療育] 1歳～就学前 

[午後療育] 3歳～就学前 

■療育時間 

火曜日～土曜日 (祝日、年末年始を除く) 

お子さんの状態に合わせて個別に決定します。 

[午前療育] 

グループ指導を中心に、お子さんの状態に応じ

て個別指導を併用します。基本的な身の回りの

ことができる力を育て、大人との安定した関係

を築くことにより情緒の安定と意欲を高めます。 

[午後療育] 

ソーシャル・スキル指導を中心にした小グループ

指導と、お子さんの状態に応じて個別指導を併

用します。 

児童発達支援（言語聴覚クラス：ピッコロ） 

■対 象 

区内在住で、発音がはっきりしない、お話しがス

ムーズに出てこない、どもってしまう、ことばの

発達が遅いなどの心配があるお子さん 

(3歳～就学前) 

■療育時間 

火曜日～土曜日 (祝日、年末年始を除く) 

お子さんの状態に合わせて個別に決定します。 

■内 容 

言語聴覚士等との個別指導。 

必要に応じてグループ指導を行います。 

 

放課後等デイサービス（コパン） 

■対 象 

区内在住で、主に小学校1年生～3年生の療育

を必要とするお子さん 

■療育時間 

火曜日～土曜日 (祝日、年末年始を除く) 

お子さんの状態に合わせて個別に決定します。 

■内 容 

グループ指導を中心に、個々のお子さんの状態

に合わせた個別の課題設定や関わりを行いま

す。学校での集団生活への適応や生活能力の向

上をめざし、保護者やお子さんの希望もふまえ

てプログラムを設定します。 

保育所等訪問支援 

■対 象 

保育園・幼稚園などを利用中または利用予定

で、集団生活の適応のための専門的な支援を必

要とするお子さん 

■内 容 

保育園、幼稚園、認可保育園、小学校等を療育の

専門職員が訪問し、集団場面におけるお子さん

への直接支援や、保育園等の職員にお子さんの

支援に関する提案や情報共有などを行います。 

 

障害児相談支援 

■対 象 

区内在住で、児童通所サービスまたは障害福祉

サービスを利用している18歳未満の方（申請中

の方を含む） 

■内 容 

福祉サービスの利用についての相談を受け付

け、手続きの支援を行うほか、個人の発達の状

況に応じて、適切な福祉サービスを利用できる

よう支援計画を作成します。 
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■対象児童 

1歳から小学校就学前までのお子さんで、次の

すべてに該当する方 （0歳児は要相談） 

① 保育が必要な状況にある方 

② 医療的ケアが必要な方 

③ 障がい、疾病などの程度を勘案して、集団保
育が著しく困難であると認められる方 

④ 運営事業者との面談において、預かりが可
能と判断された方 

※ 主に中程度の肢体不自由児、知的障がい児、
重症心身障がい児など（経管栄養・経鼻栄

養・胃ろう・腸ろうを必要とする児童も可）が

対象になります。 

※ 気管切開・人工呼吸器など、呼吸器系疾患の
あるお子さんについては、2021年11月末

現在では対応ができません。 

 

 

 

■申込方法 

事前に保育課入園相談係にご相談のうえ、利用

申し込みをしてください。 

■保育時間 

月曜日～金曜日 

8時～18時のうちの最長8時間 

（祝日、年末年始を除く） 

※ 延長保育はありません。 

■食 事 

給食の提供はありません。 

■利 用 料 

保育料および保育スタッフの交通費・創作など

の材料費 

※ ３歳児クラス以上は、保育料がかかりません。 
■運営事業者 

NPO法人フローレンス 「障害児訪問保育アニー」 

■問い合わせ先 

保育課 入園相談係 （区役所本庁舎4階） 

電話 3463-2492  FAX 5458-4907 

 

 

 

「心臓病の子どもの集い こぐま園」では、主に

心臓病児を対象に、グループ活動を通して文化

的活動や社会生活訓練を行っています。 

■対 象 

幼稚園、保育園等に通園できない、心臓病など

の1～6歳までのお子さん 

■内 容 

生活習慣の訓練、遠足、運動会、季節の行事等 

■訓練場所・活動日 

代々木1-37-10 代々木一丁目施設 

毎週月曜日、木曜日 

■問い合わせ先 

一般社団法人 心臓病の子どもの教育を進める会 

こぐま園 

〒151-0053 代々木1-30-15 S501 

電話 5351-6282 （事務所） 

 070-5027-2459 （こぐま園直通） 

ホームページ https://www.kogumaen.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

心臓病の子どもの集い こぐま園 

居宅訪問型保育事業（障がい児向け） 



116

子
育
て
・
教
育

 

１16 

 

 

視覚や聴覚、知的発達の遅れ、病弱、肢体不自由のお子さんのため、次のような学校があります。 

① 区立特別支援学級（小学校・中学校） 

 学 校 名 種 別 所 在 地 電 話 番 号 

小

学

校 

神南小学校 

知的障がい 

宇田川町 5-1 3464-0659 

臨川小学校 広 尾 1-9-17 3441-3012 

幡代小学校 初 台 1-32-12 3370-2482 

富谷小学校 上 原 1-46-4 3467-7892 

中幡小学校 幡 ヶ 谷 3-49-1 3376-1371 

鳩森小学校 千駄ヶ谷 5-9-1 3352-3780 

渋谷本町学園小学校 本 町 4-3-1 3373-3201 

神南小学校 
難聴・ 

言語障がい 
宇田川町 5-1（通級） 3464-0659 

中
学
校 

鉢山中学校 

上原中学校 

渋谷本町学園中学校 

知的障がい 

鴬 谷 町 ９-１ 

上 原 3-41-2 

本 町 4-3-1 

3463-1583 

3460-0666 

3373-3201 

 

② 特別支援教室 （通常の学級に在籍する児童を対象とした特別支援教育） 

渋谷区ではすべての小学校・中学校に特別支援教室を設置しています。 

通常の学級に在籍する知的障がいのない発達障がい等（高機能自閉症、アスペルガー症候群、注

意欠陥多動性障がい、学習障がい等）で、通常の学級での学習におおむね参加でき、個々のニー

ズに応じた指導を行うことで、より一層の効果が期待できる児童が対象です。 

巡回指導の拠点校と巡回校は、下記のとおりです。（２０２1年11月末現在） 

専門家で構成される委員会において、支援の開始・終了を検討します。 

 拠 点 校 教室名 所 在 地 電 話 番 号 巡 回 校 

小

学

校 

神南小学校 

加計塚小学校 

常磐松小学校 

幡代小学校 

中幡小学校 

千駄谷小学校 

ふたば 

しらうめ 

ゆずりは 

いちょう 

やまぶき 

かやのき 

宇田川町 5-1 

恵 比 寿 4-21-10 

 東   1-7-10 

初 台 1-32-12 

幡 ヶ 谷 3-49-1 

千駄ヶ谷 2-4-1 

3464-０６５９ 

3441-5571 

34０７-３２２５ 

3370-２４８２ 

3376-1371 

3401-1707 

上原小学校・富谷小学校 

臨川小学校・長谷戸小学校 

広尾小学校・猿楽小学校 

西原小学校・代々木山谷小学校 

笹塚小学校・渋谷本町学園小学校 

鳩森小学校・神宮前小学校 

中
学
校 

代々木中学校 くすのき 西 原 1-46-1 3466-0181 区内の全中学校 

 

 

 

 

心身に障がいのある児童・生徒のための学校 
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③ 都立盲・ろう・特別支援学校 

学 校 名 種 別 設置学部 所 在 地 電 話 番 号 

久我山青光学園 視 覚 幼･小･中 世田谷区北烏山4-37-1 3300-6235 

大塚ろう学校永福分教室 
ろ う 幼･小 

杉並区永福1-7-28 3323-8376 

大塚ろう学校 豊島区巣鴨4-20-8 3918-3347 

光明学園 肢体不自由・病弱 小･中･高 世田谷区松原6-38-27 3323-8421 

港特別支援学校 

知的障がい 

高 港区港南3-9-45 3471-9191 

青山特別支援学校 小 港区南青山2-33-77 3478-5061 

中野特別支援学校 小･中･高 中野区南台3-46-20 3384-7741 

永福学園 高 杉並区永福1-7-28 3323-1380 

④ 国立盲・ろう・特別支援学校 

学 校 名 種 別 設置学部 所 在 地 電 話 番 号 

筑波大学附属視覚特別支援学校 視 覚 幼･小･中･高 文京区目白台3-27-6 3943-5421 

筑波大学附属聴覚特別支援学校 ろ う 幼･小･中･高 千葉県市川市国府台2-2-1 047-371-4135 

筑波大学附属桐が丘特別支援学校 
肢  体 

不 自 由 
小･中･高 板橋区小茂根2-1-12 3958-０１８１ 

筑波大学附属大塚特別支援学校 
知的障がい 

幼･小･中･高 文京区春日1-5-5 3813-5569 

東京学芸大学附属特別支援学校 幼･小･中･高 東久留米市氷川台1-6-1 042-471-5274 

⑤ 私立ろう・特別支援学校 

学 校 名 種 別 設置学部 所 在 地 電 話 番 号 

愛育養護学校         
知的障がい 

幼･小 港区南麻布5-6-8 3473-8319 

旭出学園（特別支援学校） 幼･小･中･高 練馬区東大泉7-12-16 3922-4134 

日本ろう話学校 ろ う 幼･小･中 町田市野津田町1942 042-735-2361 

■問い合わせ先  （④、⑤については各学校にお問い合わせください。） 

教育委員会事務局 学務課 特別支援教育係 （区役所本庁舎4階） 

電話 3463-2993  FAX 5458-4953  Eメール sec-tokushi@shibuya.tokyo 

 

 

 

特別支援学級に在籍中の児童・生徒の保護者に

対して、学校でかかる費用の一部を補助します。 

■対 象 

区内在住で、特別支援学級や特別支援教室・難

聴言語障害学級に通級している児童・生徒の保

護者（私立学校は対象外） 

 

 

 

■補助項目 

学用品費、給食費、校外活動、修学旅行費、クラ

ブ活動費、通学費、職場実習交通費など。 

※ 世帯の所得により補助項目や金額が異なり
ます。詳しくは、お問い合わせください。 

■問い合わせ先 

教育委員会事務局 学務課 学事係 

（区役所本庁舎4階） 

電話 3463-2986  FAX 5458-4953 

特別支援教育就学奨励費補助 


